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大
阪
府
言
語
と
し
て
の
手
話
の
認
識
の
普
及
及
び
習
得
の
機
会
の
確
保
に
関
す

る
条
例 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
障
害
者
基
本
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
四
号
）
第
三
条
第
三

号
の
規
定
に
よ
り
手
話
が
言
語
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
府
民
に
十

分
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
及
び
そ
の
こ
と
に
よ
り
手
話
を
習
得
す
る
こ
と
の
で
き
る

機
会
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
鑑
み
、
言
語
と
し
て
の
手
話
の
認
識
の
普
及
及

び
習
得
の
機
会
の
確
保
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
手
話
が
言
語
で
あ
る

と
い
う
認
識
の
下
、
聴
覚
に
障
害
の
あ
る
者
（
以
下
「
聴
覚
障
害
者
」
と
い
う
。
）
の
ほ
か
、

聴
覚
障
害
者
と
共
に
生
活
し
、
学
び
、
又
は
働
く
者
が
手
話
を
習
得
し
、
も
っ
て
府
民
が
よ

り
多
く
の
機
会
で
手
話
を
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

（
言
語
と
し
て
の
手
話
の
認
識
） 

第
二
条 

府
は
、
府
民
に
対
し
、
手
話
が
言
語
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
啓
発
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。 

２ 

府
民
は
、
手
話
を
言
語
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
手
話
の
習
得
の
機
会
の
確
保
） 

第
三
条 

府
は
、
市
町
村
、
聴
覚
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
の
支
援
を
行
う
民
間
の

団
体
並
び
に
学
識
経
験
の
あ
る
者
と
協
力
し
て
、
聴
覚
障
害
者
が
乳
幼
児
期
か
ら
そ
の
保
護

者
又
は
家
族
と
共
に
手
話
を
習
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
の
確
保
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

（
学
校
に
よ
る
手
話
の
習
得
の
機
会
の
確
保
へ
の
支
援
） 

第
四
条 

府
は
、
聴
覚
障
害
者
が
在
学
す
る
学
校
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二

十
六
号
）
に
規
定
す
る
小
学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、

特
別
支
援
学
校
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
及
び
高
等
課
程
を
置
く
専
修
学
校
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
よ
る
次
に
掲
げ
る
教
育
活
動
に
お
い
て
手
話
を
習
得
す
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
の

確
保
を
図
る
た
め
、
学
校
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
支
援

を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
に
規
定
す
る
総
合
的

な
学
習
の
時
間
、
特
別
活
動
及
び
自
立
活
動 

 

二 

部
活
動
そ
の
他
の
教
育
課
程
で
な
い
教
育
活
動 

（
事
業
者
に
よ
る
手
話
の
習
得
の
機
会
の
確
保
へ
の
支
援
） 

第
五
条 

府
は
、
聴
覚
障
害
者
が
勤
務
す
る
事
業
者
に
よ
る
手
話
を
習
得
す
る
こ
と
の
で
き
る

機
会
の
確
保
を
図
る
た
め
、
事
業
者
に
対
し
、
情
報
の
提
供
、
技
術
的
な
助
言
そ
の
他
の
必

要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


